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国
民
年
金
に
は
、
所
得
が
少
な
く
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、

一
定
の
基
準
に
よ
り
保
険
料
が
免
除
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
納
付
猶
予
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
や
納
付
猶
予
の
申
請
を
す
る
と
、

本
人
・
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主（
若
年

者
納
付
猶
予
で
は
世
帯
主
は
除
か
れ
ま

す
）の
前
年
の
所
得
を
基
準
に
審
査
が

行
わ
れ
、
承
認
さ
れ
る
と
所
得
に
応
じ

て
保
険
料
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
免
除

（
納
付
猶
予
で
は
全
額
の
納
付
が
猶
予
）

さ
れ
ま
す
。

　

一
部
免
除
に
は
４
分
の
３
免
除（
４

分
の
１
納
付
）、半
額
免
除（
半
額
納
付
）、

４
分
の
１
免
除（
４
分
の
３
納
付
）が
あ

り
、
所
得
に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
免

除
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
４
分
の
３
免
除
、
半
額
免

除
ま
た
は
４
分
の
１
免
除
が
承
認
さ
れ

た
場
合
に
は
、
残
り
の
保
険
料
を
納
め

な
い
と
未
納
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
の
申

請
は
原
則
と
し
て
毎
年
必
要
で
す
。
た
だ

し
、
全
額
免
除
お
よ
び
納
付
猶
予
に
つ
い

て
は
、
翌
年
度
以
降
分
も
あ
ら
か
じ
め
申

請（
継
続
申
請
）す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
失
業
等
に
よ
る
理
由
を
除
く
）。

　

今
ま
で
全
額
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予

の
承
認
を
受
け
て
お
り
継
続
申
請
を
し

て
い
な
い
方
、
ま
た
は
一
部
免
除
の
承

認
を
受
け
て
い
た
方
は
、
６
月
で
承
認

期
間
が
切
れ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
免

除
等
を
希
望
す
る
場
合
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
や
一

部
免
除
の
承
認
を
受
け
た
期
間
に
つ
い

て
は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き

に
比
べ
て
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が

少
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
付
猶
予
や
学
生
納
付
特
例

の
承
認
を
受
け
た
ま
ま
で
追
納
し
な
か

っ
た
場
合
、
そ
の
期
間
に
つ
い
て
は
年

金
を
受
け
る
た
め
の
資
格
期
間
に
算
入

さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に
は

反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
期
間
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
あ
と
か
ら
保
険
料
を
納

め
る
こ
と（
追
納
）が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か

ら
起
算
し
て
３
年
目
以
降
に
追
納
す
る

場
合
に
は
、
当
時
の
保
険
料
に
経
過
し

た
年
数
に
応
じ
て
加
算
額
が
上
乗
せ
さ

れ
ま
す
。

　

く
わ
し
く
は
、
年
金
事
務
所
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　
（
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
）

保
険
料
免
除
の
申
請
は
、

原
則
と
し
て
毎
年
必
要
で
す

保
険
料
の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す

国
民
年
金

information

木造戸建住宅の建築確認の
対象範囲が変更になります

吾妻環境施設組合からのお知らせ

　高山村等の都市計画区域外の地域では、一定規
模以下の木造２階建ての戸建住宅は建築確認の対
象外でしたが、2025年４月（予定）から建築確認
の対象となります。（延べ面積200㎡以下の木造平
屋建ての戸建住宅は、引き続き建築確認の対象外）
　2025年４月以降に工事に着手するものが対象です。
　建築確認についての申請、問い合わせは中之条
土木事務所になります。

● 令和６年４月１日より正式に組合事務局への職員派遣が
始まりました
　吾妻郡の一般廃棄物処理広域化を目的に令和２年７月27
日に群馬県より設立許可を受け東吾妻町役場の町民課内に
事務局を置き運営してきた吾妻環境施設組合ですが、本年
度より構成町村から職員の派遣が始まり、施設建設に向け
た本格的な準備へ入ります。
● 財産（土地、工作物）の取得について
現在、所有権移転登記完了を目指して手続きを進めています。

● 所在地
　 吾妻郡東吾妻町大字大
柏木字大場１-54外５筆

●区分
　土地
　工作物（沈殿池外）
●面積（㎡）
　26,372.72一式

《お問い合わせ先》 中之条土木事務所　☎0279－75－3047

《お問い合わせ先》 吾妻環境施設組合事務局
事務所：東吾妻町大字原町1046番地（東吾妻町役場３階）
☎0279－68－2111（役場）　内線2350・2351・2352

東吾妻町

高山村

中之条町

草
津
町

嬬恋村
長
野
原
町

新ごみ処理施設建設予定地

吾妻東部衛生センター

草津町クリーンセンター

西吾妻環境
衛生センター



令和６年７月１日15

相
続
登
記
の
申
請
義
務
化
・
自
筆
証
書
遺

言
書
保
管
制
度
に
関
す
る
説
明
会

●
日
程　

令
和
６
年
７
月
10
日（
水
）、
８
月
７
日（
水
）、

　
　
　
　

９
月
10
日（
火
）、
10
月
11
日（
金
）

●
時
間　

午
前
10
時
〜
11
時（
各
日
１
回
）

●
会
場　

前
橋
地
方
法
務
局（
本
局
）、
高
崎
支
局
、

　
　
　
　

桐
生
支
局
、
伊
勢
崎
支
局
、
太
田
支
局
、

　
　
　
　

沼
田
支
局
、
富
岡
支
局
、
中
之
条
支
局

●
事
前
予
約
制

　

参
加
先
の
法
務
局
へ
電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

 

詳
し
く
は
、
前
橋
地
方
法
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

参
加
先
の
法
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

特
殊
詐
欺
に
は
い
ろ
い
ろ
な
手
口
が
あ
り
ま
す
。

　

手
口
を
知
ら
ず
に
被
害
に
遭
っ
て
し
ま
う
方
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。

　

●
必
ず
儲
か
る
は
詐
欺
！

　

●
「
今
日
中
に
」「
○
○
時
ま
で
」
は
詐
欺
！

　

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
還
付
金
の
手
続
き
は
詐
欺
！

　

●
暗
証
番
号
を
聞
く
の
は
犯
人
だ
け
！

　

●
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
電
話
は
詐
欺
を
疑
う
！

　

● 

「
＋（
プ
ラ
ス
）」
か
ら
始
ま
る
国
際
電
話
番
号
の
電

話
は
詐
欺
を
疑
う
！

　

電
話
で
相
手
の
姿
は
見
え
ま
せ
ん
。
お
金
の
話
が
出
た

ら
詐
欺
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
ょ
う
。

　

詐
欺
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
防
止
策
と
し
て
、
警
察
や

行
政
で
は
、対
策
機
器
の
無
償
貸
出
し
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

特
殊
詐
欺
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
対
策
を
講
じ
て
、

周
囲
の
方
と
声
を
掛
け
合
い
な
が
ら
被
害
防
止
の
た
め
に

防
犯
意
識
を
さ
ら
に
高
め
て
く
だ
さ
い
。

information

消
防
職
員
募
集

介
護
職
員
募
集

　

吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合
で
は
、
令

和
７
年
度
に
採
用
す
る
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

（
採
用
日　

令
和
７
年
４
月
１
日
）

◆
採
用
予
定
職
種
・
人
員

　

消
防
職　

若
干
名

◆
受
験
資
格

　

 
次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
そ
れ

ぞ
れ
③
④
の
条
件
を
満
た
す
者
。

　

① 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
を
卒
業

ま
た
は
、
令
和
７
年
３
月
卒
業
見
込
み

の
者
。

　

② 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者

ま
た
は
、
令
和
７
年
３
月
ま
で
に
合
格

見
込
み
の
者
。

　

③ 

採
用
後
、吾
妻
郡
内
に
居
住
で
き
る
こ
と
。

　

④ 

平
成
10
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
19
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
。

◆
試
験
日
・
内
容
・
会
場

● 

第
１
次
試
験（
群
馬
県
町
村
会
が
実
施
す
る

県
内
町
村
職
員
採
用
統
一
試
験
）

　

期
日　

令
和
６
年
９
月
22
日（
日
）

　

内
容　

適
性
検
査
お
よ
び
教
養
試
験

　

会
場　

 

中
之
条
役
場　

会
議
室（
中
之
条
町

大
字
中
之
条
町
１
０
９
１
番
地
）

● 

第
２
次
・
３
次
試
験（
前
試
験
合
格
者
を
対

象
と
す
る
。）

　

内
容　

 

体
力
試
験
・
作
文
・
口
述
試
験（
面

接
）

　

期
日　

 

令
和
６
年
10
月
中
旬
か
ら

　
　
　
　

11
月
中
旬

　

会
場　

吾
妻
広
域
消
防
本
部　

他

◆
受
験
申
込
み
期
間

　

令
和
６
年
７
月
１
日
〜
７
月
31
日

※ 

受
験
申
込
書
に
つ
い
て
は
、
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
が
、
吾
妻
広

域
事
務
局
並
び
に
消
防
各
署
に
用
意
し
て
い
ま

す
の
で
、
７
月
１
日
以
降
に
お
渡
し
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

◆
申
込
み
方
法

　

７
月
１
日
よ
り
申
込
書
の
受
付
を
行
い
ま

す
の
で
、
簡
易
書
留
ま
た
は
特
定
記
録
郵
便

で
の
提
出
か
、
左
記
事
務
局
に
直
接
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。（
７
月
31
日
必
着
）

　

詳
し
く
は
吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

https://w
w
w
.aga-kouiki.jp/

（
ま
た
は
、「
あ
が
つ
ま
広
域
」
で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。）

　

吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合
で
は
、
令

和
７
年
度
に
採
用
す
る
介
護
職
員
を
募
集
し

ま
す
。

（
採
用
日　

令
和
７
年
４
月
１
日
）

◆
採
用
予
定
職
種
・
人
員

　

介
護
職　

若
干
名

◆
受
験
資
格

　

 

次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
そ
れ

ぞ
れ
③
④
の
条
件
を
満
た
す
者
。

　

① 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
を
卒
業

ま
た
は
、
令
和
７
年
３
月
卒
業
見
込
み

の
者
。

　

② 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者

ま
た
は
、
令
和
７
年
３
月
ま
で
に
合
格

見
込
み
の
者
。

　

③ 

介
護
福
祉
士
の
資
格
の
あ
る
人
、
ま
た

は
来
春
ま
で
に
資
格
取
得
見
込
み
の
者
。

　

④ 

平
成
７
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
19
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
。

◆
試
験
日
・
内
容
・
会
場

● 
第
１
次
試
験（
群
馬
県
町
村
会
が
実
施
す
る

県
内
町
村
職
員
採
用
統
一
試
験
）

　

期
日　

令
和
６
年
９
月
22
日（
日
）

　

内
容　

適
性
検
査
お
よ
び
教
養
試
験

　

会
場　

 

中
之
条
役
場　

会
議
室（
中
之
条
町

大
字
中
之
条
町
１
０
９
１
番
地
）

● 

第
２
次
試
験（
前
試
験
合
格
者
を
対
象
と
す

る
。）

　

内
容　

 

作
文
・
口
述
試
験（
面
接
）

　

期
日　

 

令
和
６
年
10
月
中
旬

　

会
場　

高
山
村
役
場

◆
受
験
申
込
み
期
間

　

令
和
６
年
７
月
１
日
〜
７
月
31
日

　

※ 

受
験
申
込
書
に
つ
い
て
は
、
組
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
が
、

吾
妻
広
域
事
務
局
並
び
に
老
人
ホ
ー
ム
に

用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
７
月
１
日
以
降

に
お
渡
し
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◆
申
込
み
方
法

　

７
月
１
日
よ
り
申
込
書
の
受
付
を
行
い
ま

す
の
で
、
簡
易
書
留
ま
た
は
特
定
記
録
郵
便

で
の
提
出
か
、
左
記
事
務
局
に
直
接
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。（
７
月
31
日
必
着
）

《
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先
》

《
お
問
い
合
わ
せ
先
》
前
橋
地
方
法
務
局
中
之
条
支
局

☎
０
２
７
９
・
７
５
・
３
０
３
７

《
お
問
い
合
わ
せ
先
》
吾
妻
警
察
署　

生
活
安
全
課

☎
０
２
７
９
・
６
８
・
０
１
１
０

〒
３
７
７

－

０
４
２
３　

群
馬
県
吾
妻
郡
中
之
条
町
大
字
伊
勢
町
１
０
０
３
番
地
10

吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合　

事
務
局

☎
０
２
７
９
・
７
５
・
４
７
０
０

特
殊
詐
欺
に
注
意
!!


